
随意契約理由書

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　本工事は、当該住宅に設置されているエレベーター（各1台）について、可能な限り既設機器を再利用した上で、劣化した
制御盤や駆動部の更新と、その動作と連動して機能する安全装置の追加を主とするものである。
　このため、当該エレベーターを製造したものが独自に開発した制御プログラムや既設機器と更新機器を一体的システム
として再構築し、追加する安全装置については、制御プログラムに適合の上、機能させる必要がある。
　このように、本工事は既設エレベーター設備と密接不可分の関係であるため、当該エレベーターの製造業者であり、か
つ当該エレベーターの部品供給を行っている者でなければならない。よって、他の請負人では施工不可能である。
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